
２０１７年５月 春日部市放課後児童クラブ父母会連絡会 

第第８８号号  

 新入生のみなさん、そして保護者の皆様、ご入学おめでとうございます。そして学童保

保育へようこそ！ 

「春日部市放課後児童クラブ父母会連絡会（略称：連絡会）」は、子どもたちの放課後の生

活をより楽しく有意義なものにするために活動する事を目的として、２００８年２月に発

足しました。学童保育に関する情報交換や意見交換、市への要望などを行っています。 

 ここでは、なぜそのような組織が必要とされるのか、春日部の学童保育の実情と併せて

ご説明します。新入生だけではなく上級生の保護者の方にも、ぜひお読みくださり、お子

さんの学童保育での生活をより充実したものとするために、ご協力をお願いします。 

新新入入生生ののみみななささんん、、よよううここそそ学学童童保保育育へへ!!    

春春日日部部市市放放課課後後児児童童ククララブブ父父母母会会連連絡絡会会でですす。。  

ままずずはは、、「「学学童童保保育育」」のの現現状状ににつついいてて、、ごご理理解解くくだだささいい！！  

配布用 

拡大版 

父母の運動により改善されてきた学童保育 

「親たちが勝手にやっている事業」から 

「行政が責任を持って行うべき事業」へ。 

1998年 法制化（児童福祉法改正） 

＜全国・埼玉県＞ 

2004年 埼玉県「運営基準」 （全国初） 

2007年 厚労省「ガイドライン」 

2015年 児童福祉法改正 

      子ども・子育て新システム 

1967年 全国学童保育連絡協議会発足 

「増設」運動の時代 

「作り」運動の時代 

保育の「質」を問う時代 

1967年 大畑に「共同保育の会」発足 
      （春日部初の学童保育） 
      その後各地域にも広がる 
      （父母が運営） 

1998年 市内全小学校に公設学童設置 

 

 

 

 

 

2015年  春日部市条例改正 

  ・対象が６年生までに 

入室希望が急増 
・教室→プレハブ 
・プレハブ増設 

・開設時間延長 

・大規模解消 

＜春日部市＞ 

連絡会の活動は皆様の協賛金で賄われます。 

 この様なニュースやお知らせの印刷と配布、会議

のための会場費や保育費、情報収集や研修への参加

費など、連絡会の活動は、賛同する皆様から頂戴し

た協賛金で賄われます。 

 協賛金は、お１人あたり年間１０００円を上限と

した任意の額をお願いしています。現役父母の皆さ

んや父母会単位での協賛金も受け付けます。ぜひご

協力をお願いします。 

 

＜協賛金のお支払い方法＞ 

下記の口座にお振込みください。金額は任意です。 

※お振込み手数料はご負担ください。 

さいしん（埼玉県信用金庫）春日部西口支店  
普通 ３３３５９４１ 
（名義：春日部市放課後児童クラブ父母会連絡会 山岸あさ美） 

振込人名はクラブ名（例）カミオキジドウクラブ 

または個人名で  （例）ドイミキオ 

個人の場合    ：上限１０００円／年 

父母会単位の場合 ：上限３０００円／年 

※個人でご協賛の方は、メールまたは FAX でお名前と

ご住所をお知らせください。総会資料をお送りします。 

E-mail：kadoi@ltj.co.jp   FAX:048-610-8733 土井 
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春日部市放課後児童クラブ父母会連絡会 事務局 090-3312-5682 kadoi@ltj.co.jp 土井 

ホームページ http://gakudou.kids.coocan.jp/ ←活動記録や各種資料が掲載されていますのでご覧下さい。 

誰誰がが運運営営ししてていいるるのの？？ 

春日部市の放課後児童クラブは、指定管理者制度の下で市が指定先を選定して運営を委託しています。 

現在の指定先は社会福祉法人春日部市社会福祉協議会です。 

＜お知らせ＞ 
放課後児童クラブ父母会連絡会 総会 
２０１７年５月２１日（日）１０：００～１２：００ 

会場   ：あしすと春日部 講習室  

総会議事：活動報告、会計報告、 

   活動計画、予算、他 

特別ゲスト：新井芳樹さん「楽しい歌と手遊び」 

  

保育室あります！ 

 どなたでも参加でき

ますので、ぜひお誘

い合せの上ご参加く

ださい。 

 

指導員の雇用、教育 

保育の実施 

春日部市 

（保育課） 

社会福祉協議会 

（指定管理者） 

委託契約 

（H26年から 5年契約） 

保護者 

児童 

保育料 

入室許可 

保育サービス 

指定管理者制度とは？ 

自治体が保有、管理している施設の運営を、議

会の承認を経て指定された民間団体に委託する

制度。指定期間（通常３年から５年）が存在し、

期間終了後は再度指定先の選定が行われる。最

近では、学童保育のほか、保育園や公民館、公

園など多くの施設に導入されている。 

 

 

２２年年後後、、運運営営主主体体がが変変わわるる可可能能性性!!?? 

 春日部市の放課後児童クラブは、1998年に全小学校で公設となって以来、福祉公社から社会福祉協議会

（以下、社協）へと一括して運営が引き継がれてきました。現在の指定期間は、今年を含め、あと２年で

終了します。その後は新たな指定先が運営する事になりますが、今まで通りに社協が引き継がない可能性

が出てきました。その理由は・・・・ 

 ここ数年、積極的に指導員の募集を行っているにもかかわらず、応募者が追い付かず、指導員の欠員が

常態化。無事採用に至っても、短期間で退職する指導員が続出し、人手が足りない状態が続いています。

例年 70数名の体制で新年度を迎えますが、年度途中で退職した指導員は H27年度 24名、H28年度も 20名

に上ります。新しい指導員の確保と離職防止のため、社協は昨年１月から指導員の給与を引き上げました

が、市は増額分を負担しておらず、社協の運営が赤字に追い込まれています。 

 

誰誰がが運運営営すするるののかか？？ 

 社協が指定を受けなかった場合、誰が放課後児童クラブを運営するのでしょうか？ 

 市は、来年度前半に公募により指定先を募集する事になります。民間企業やNPOなどが応募した場合、

審査により指定先が選定されますが、経費の節減も選定の重要なポイントになります。指定先が変わった

場合も、現在の指導員を継続雇用する事は十分考えられますが、待遇が現状よりも悪化する事が予想され

ます。配置数も減らされることが考えられ、保育レベルの低下が避けられません。 

 そうした事態を食い止めるには、運営委託費を増額して社協を指定するか、市の直営にしてもらうしか

ありません。連絡会は今年度、次の指定に向けた運営改善のための署名活動を実施します。 

 

  


